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第一部【企業情報】 
第１【企業の概況】 
１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。 

２．売上高に消費税等は含んでおりません。  
３．第42期第２四半期連結累計（会計）期間及び第42期第２四半期連結会計期間における潜在株式調整後１株当
たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため
記載しておりません。 

４．第41期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第41期まで当社株式は非上場であったた
め、記載しておりません。 

５．従業員数には、出向受入者を含み、役員、嘱託は含んでおりません。 

  
  

回次 
第42期 

第２四半期連結 
累計期間 

第42期 
第２四半期連結 
会計期間 

第41期 

会計期間 

自平成20年 
10月１日 
至平成21年 
３月31日 

自平成21年 
１月１日 
至平成21年 
３月31日 

自平成19年 
 10月１日 
至平成20年 
 ９月30日 

売上高 （千円）  4,344,766  1,762,577  13,694,610

経常利益又は経常損失（△） （千円）  △86,885  △9,268  783,107

四半期純損失（△）又は当期純利
益 

（千円）  △194,622  △14,588  405,439

純資産額 （千円）  －  1,599,296  1,477,882

総資産額 （千円）  －  4,799,718  4,802,835

１株当たり純資産額 （円）  －  621.74  720.92

１株当たり四半期純損失（△） 
又は当期純利益  

（円）  △78.84  △5.67  197.78

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額 

（円）  －  －  －

自己資本比率 （％）  －  33.3  30.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円）  △139,764  －  941,561

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円）  △542,855  －  △336,916

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円）  804,392  －  △122,047

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高 

（千円）  －  1,068,734  947,075

従業員数 （人）  －  151   151
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当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要
な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

  
  

  

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

  
  

  

２【事業の内容】 

３【関係会社の状況】 

４【従業員の状況】 
(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向
者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当第
２四半期連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

   
(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用
者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当第２四半期会計期間の平均人員を
（ ）外数で記載しております。 

  
  
  

  平成21年３月31日現在

従業員数（人） 151  (61)

  平成21年３月31日現在

従業員数（人） 136  (58)
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(1）生産実績 
 当第２四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格により、セグメント間の取引は含まれておりません。 
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  
(2）受注状況 
 貴金属事業、環境事業ともに回収量に応じて生産しているため該当事項はありません。また、その他の事業にお
いて受注生産に該当するものもありますが、受注額及び受注残高も少額のため、受注実績の記載を省略しておりま
す。 

  
(3）販売実績 
 当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しています。 
２．当第２四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のと
おりであります。 

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
  

  

第２【事業の状況】 
１【生産、受注及び販売の状況】 

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日） 

貴金属事業（千円）  1,592,139

環境事業（千円）  149,552

その他の事業（千円）  37,549

合計（千円）  1,779,241

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日） 

貴金属事業（千円）  1,559,697

環境事業（千円）  165,329

その他の事業（千円）  37,549

合計（千円）  1,762,577

相手先 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日） 

金額（千円） 割合（％） 

住商マテリアル㈱   873,165  49.5

２【経営上の重要な契約等】 
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  
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３【財政状態及び経営成績の分析】 
文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。  

  

（1）経営成績に関する分析 

当第２四半期連結会計期間のわが国経済は、米国におけるリーマンショックから始まった世界的な金融経済不

安から景気が急速に減速し、厳しい状況が継続しております。国内外の急速な需要減少が、自動車や電機をはじ

めとした製造業に深刻な打撃を与え、依然生産調整が続いております。当社グループの経営成績と相関性の強い

電子部品・デバイス工業分野においても、需給ギャップの急激な拡大に対応して、大幅な減産を余儀なくされ、

当会計期間において底打ち感は見られるものの、大きく回復するには至っておりません。一方、貴金属、銅など

の金属価格については、一時の急速な下落から当会計期間には徐々に回復する動きを示しておりますが、下落前

の水準までは回復しておらず、為替が円高に振れる可能性もあることから、先行きについても予断を許さない状

況となっております。 

このような厳しい環境のもと、当社グループでは、経費の削減や人員の再配置などにより、現状のような厳し

い事業環境においても事業運営が可能な体制へスリム化を実施するとともに、今までの営業戦略を継続するほ

か、新たな市場や新規顧客の開拓にも取り組んでまいりました。 

この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は、主要取引先からの集荷の減少及び貴金属や非鉄金属相場の

下落を受け、1,762,577千円となりました。営業損益に関しましては、合理化による経費節減、人件費の削減、

その他全般的なコスト削減等に努めたものの、取扱数量の減少や貴金属相場の下落により売上が大幅に減少した

ことにより、33,441千円の営業利益となりました。経常損益に関しては、デリバティブ評価損を37,906千円計上

し、9,268千円の経常損失となりました。その他、特別利益として、役員報酬の減額に伴い、内規に基づき役員

退職慰労引当金を取り崩したことから、役員退職慰労引当金戻入益31,190千円が発生し、また特別損失に設備の

減損処理により減損損失35,460千円を計上し、14,588千円の四半期純損失となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（貴金属事業） 

当事業の主要取引先の属する電子部品・デバイス工業分野においては、生産数量が急激に落ち込み、特に、当

社のシェアが高い水晶関連業界のお客様においては、大幅な生産調整を行っており、当社の集荷量も大きく減少

いたしました。また、急激に下落していた主力製品である金の価格については、当会計期間に徐々に回復してき

たものの、当会計期間平均では前年同期と比較すると大きく下落いたしました。 

この結果、貴金属事業全体としては、金、銀、プラチナ、パラジウムの価格はいずれも前年同期の水準を下回

り、また、電子部品デバイス分野の生産調整の影響を大きく受け、売上高は1,559,697千円、営業利益は162,869

千円となりました。 

（環境事業） 

当事業の主要取引先が属するプリント基板業界においては、前述の景気後退による影響を受け当会計期間の国

内生産は振るわず、特に自動車部品関連を中心に相当な打撃を受けており、北関東、新潟、東北地方に位置する

当社の主要なお客様においては、その生産は未だ回復せず低位に推移いたしました。また、主力製品である銅ペ

レットの販売単価については、当会計期間において徐々に回復してきたものの、下落前の水準には至っておら

ず、当会計期間平均では低位に推移いたしました。 

この結果、環境事業全体としては、主力の塩化第二鉄液、銅ペレットおいて、プリント基板業界の生産調整、

銅市況悪化の影響を受け、売上高は165,833千円、営業損失は13,307千円となりました。 

（その他の事業） 

システム受託開発事業においては、昨今の景気悪化の影響を受け、システム開発への予算凍結や延期を行う取

引先が出てきており、事業環境は厳しさを増してきております。このような状況の中、新製品である食品業界向

け危機管理システム「ハザードナビ」の販売、開発コストやその他経費の削減等について活動を行ってまいりま

した。また、運輸事業においても同様、景気後退により受注が減少しており厳しい環境となっておりますが、人

件費の削減等により経費の削減を実施してまいりました。 

この結果、その他の事業全体としては、売上高は71,982千円、営業損失は11,562千円となりました。 

   

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,068,734千円となりました。 
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当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により獲得した資金は、21,000千円となりました。 

これは、主な支出要因として、税金等調整前四半期純損失が14,327千円、仕入債務の減少が11,793千円であっ

たことであり、主な収入要因としては、減価償却費が53,627千円、売掛債権の減少が34,674千円、たな卸資産の減

少が16,416千円であったことによるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は、165,652千円となりました。 

これは主に、定期預金の預入による純支出120,005千円、工場設備等有形固定資産の取得に44,623千円を支出し

たこと等によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得られた資金は、455,357千円となりました。 

これは主に、長期借入金の返済で42,083千円及び社債の償還で200,000千円を支出したものの、短期借入金の純

増額500,000千円及び社債の発行による収入198,040千円があったことによるものです。 

  

（3）事業上の対処すべき課題  

今後の経済環境につきましては、世界的に景気の低迷がしばらく続くものと予想され、当社の業績に影響する
電子部品デバイス分野の生産についても、早期に下落前の水準にまで回復することは難しいと想定しておりま
す。貴金属、銅の市況については、一時の急激な下落から徐々に値を戻しているものの、為替の円高懸念もあ
り、予断を許さない厳しい状況が継続するものと想定しております。 

     このような状況の中、現状のような厳しい事業環境に対応するため推進している、生産の合理化、人件費の削
減、その他全般的なコスト削減等の諸施策を継続して推進するとともに、新たな市場や新規顧客の開拓にも注力
してまいります。この景気の低迷期を準備期間と捉え、回復期には大きく成長できるよう改善を進めてまいりま
す。 

  

（4）研究開発活動 

当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、25,769千円であります。 

なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 
 当第２四半期連結会計期間において、主要な設備の異動はありません。  

  
(2）設備の新設、除却等の計画 
 当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末において計画を変更した重要な設備の新設、除
却等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、除却、売却等の計画は
ありません。 
  なお、当第２四半期連結会計期間末において、重要な設備の新設の計画の完了状況は以下のとおりであります。
 貴金属事業、貴金属回収設備においては、投資予定額154,800千円のうち、82,045千円が完了しております。 
 貴金属事業、治具洗浄設備においては、投資予定額33,800千円のうち、5,389千円が完了しております。 
 環境事業、工業用薬品等製造設備においては、投資予定額76,705千円のうち、7,380千円が完了しております。 
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第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
（１）【株式の総数等】 
①【株式の総数】 

    
②【発行済株式】 

  
  

  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  10,200,000

計  10,200,000

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成21年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成21年５月15日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  2,572,300  2,572,300
ジ ャ ス ダ ッ ク 
証 券 取 引 所 

単元株式数 
100株  

計  2,572,300  2,572,300 － － 
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旧商法第280条ノ19の規程による新株引受権は、次のとおりであります。 
①平成11年12月24日定時株主総会決議 

 （注）１．株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。  
 調整後株式数 ＝ 調整前株式 × 株式分割・株式併合の比率 
なお、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。 

２．発行価額を下回る価額で新株式発行を行う場合またはこれに準じる事由が発生した場合は、次の算式により
発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。  

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満
の端数は切り上げる。 

３．資本組入額は、発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を
切り上げた額とする。 

４．新株引受権の行使の条件 
ⅰ．新株引受権者が権利行使時において原則として当社または当社の関係会社の取締役、監査役、従業員、顧
問またはいずれかに準じる地位を有すること。 

ⅱ．新株引受権を付与された者が、定年または任期満了によらず、自己都合により辞任もしくは退職した場合
には、当該新株引受権は直ちに失効し、行使することはできないものとする。 

ⅲ．また、新株引受権を付与された者が死亡した場合には、相続人は当該新株引受権を行使することができる
ものとする。 

ⅳ．その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株引受権付与契約」に定めるところに
よる。 

ⅴ．新株引受権者は、当社株式が店頭登録された日若しくは日本国内の証券取引所に上場された日以後におい
てのみ新株引受権を行使することができる。 

５．当社と付与対象者との間で締結する「新株引受権付与契約」により、当該新株引受権は第三者に譲渡、質権
その他担保権の設定ができない旨定められております。 

６．平成20年６月13日開催の取締役会決議により、平成20年７月10日付けをもって株式１株につき５株の株式分
割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金
額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお
ります。 

（２）【新株予約権等の状況】 

  第２四半期会計期間末現在 
（平成21年３月31日） 

新株予約権の数（個）  －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式 
単元株式数 100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） （注６）                    2,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注６）                     800

新株予約権の行使期間 
平成11年12月25日から 
平成21年12月24日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円） 

発行価格  （注６） 
資本組入額 （注６） 

800
400

新株予約権の行使の条件  （注４） 

新株予約権の譲渡に関する事項  （注５） 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  

調整後発行価額 ＝ 
既発行株式数×新規発行前の発行価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数 

 調整後発行価額  ＝ 調整前発行価額  ×  
１ 

分割・併合の比率 
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②平成12年12月22日定時株主総会決議 

 （注）１．株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。  
 調整後株式数 ＝ 調整前株式 × 株式分割・株式併合の比率 
なお、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。 

２．発行価額を下回る価額で新株式発行を行う場合またはこれに準じる事由が発生した場合は、次の算式により
発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。  

また、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満
の端数は切り上げる。 

３．資本組入額は、発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を
切り上げた額とする。 

４．新株引受権の行使の条件 
ⅰ．新株引受権者が権利行使時において原則として当社または当社の関係会社の取締役、監査役、従業員、顧
問またはいずれかに準じる地位を有すること。 

ⅱ．新株引受権を付与された者が、定年または任期満了によらず、自己都合により辞任もしくは退職した場合
には、当該新株引受権は直ちに失効し、行使することはできないものとする。 

ⅲ．また、新株引受権を付与された者が死亡した場合には、相続人は当該新株引受権を行使することができる
ものとする。 

ⅳ．その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株引受権付与契約」に定めるところに
よる。 

ⅴ．新株引受権者は、当社株式が店頭登録された日若しくは日本国内の証券取引所に上場された日より１ヶ月
を経過した日以後においてのみ新株引受権を行使することができる。 

５．当社と付与対象者との間で締結する「新株引受権付与契約」により、当該新株引受権は第三者に譲渡、質権
その他担保権の設定ができない旨定められております。 

６．平成20年６月13日開催の取締役会決議により、平成20年７月10日付けをもって株式１株につき５株の株式分
割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金
額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお
ります。 

  第２四半期会計期間末現在 
（平成21年３月31日） 

新株予約権の数（個）  －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式 
単元株式数 100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） （注６）                    33,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注６）                      800

新株予約権の行使期間 
平成14年12月23日から 
平成22年12月21日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円） 

発行価格  （注６） 
資本組入額 （注６） 

800
400

新株予約権の行使の条件  （注４） 

新株予約権の譲渡に関する事項  （注５） 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  

調整後発行価額 ＝ 
既発行株式数×新規発行前の発行価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数 

 調整後発行価額  ＝ 調整前発行価額 ×  
１ 

分割・併合の比率 
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会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。 
第１回新株予約権 
平成14年12月20日定時株主総会決議に基づく平成15年２月３日取締役会決議 

 （注）１．（注）２の行使価額の調整がなされた場合、新株予約権１個あたりの行使価額にその時点において未行使の
新株予約権の数を乗じて得られた額を、その時点における行使価額で除した数（0.01株未満の端数は切り捨
てる）に目的となる株式の数を調整する。 

２．株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数
は切り上げる。 

また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合は、次の算式
により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３．資本組入額は、発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を
切り上げた額とする。 

４．新株予約権の行使の条件 
ⅰ．新株予約権者が権利行使時において原則として当社または当社の関係会社の取締役、従業員もしくはこれ
に準ずる地位を有していること。 

ⅱ．新株予約権を付与された者が、定年または任期満了によらず、自己都合により辞任もしくは退職した場合
には、当該新株予約権は直ちに失効し、行使することはできないものとする。 

ⅲ．また、新株予約権を付与された者が死亡した場合には、相続人は当該新株予約権を行使することができる
ものとする。 

ⅳ．その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところに
よる。 

ⅴ．新株予約権者は、当社株式が店頭登録された日若しくは日本国内の証券取引所に上場された日より１ヵ月
を経過した日以後においてのみ新株予約権を行使することができる。 

５．当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、当該新株予約権は第三者に譲渡、質権
その他担保権の設定ができない旨定められております。 

６．平成20年６月13日開催の取締役会決議により、平成20年７月10日付けをもって株式１株につき５株の株式分
割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金
額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお
ります。 

  第２四半期会計期間末現在 
（平成21年３月31日） 

新株予約権の数（個）  8,300

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式 
単元株式数 100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） （注６）                    41,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注６）                     800

新株予約権の行使期間 
平成16年12月21日から 
平成22年12月21日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円） 

発行価格  （注６） 
資本組入額 （注６） 

800
400

新株予約権の行使の条件  （注４） 

新株予約権の譲渡に関する事項  （注５） 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  

 調整後行使価額  ＝ 調整前行使価額  × 
１ 

分割・併合の比率 

 調整後 
 行使価額  

  
＝ 

既発行 
株式数  

× 
調整前 
行使価額  

＋ 
新規発行株式数（又は処分
自己株式数）  

× 
１株あたりの行使価額（又は
１株あたりの処分価額）  

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数（又は処分する自己株式数） 
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第２回新株予約権 
平成16年12月21日定時株主総会決議に基づく平成17年11月30日取締役会決議 

 （注）１．（注）２の行使価額の調整がなされた場合、新株予約権１個あたりの行使価額にその時点において未行使の
新株予約権の数を乗じて得られた額を、その時点における行使価額で除した数（0.01株未満の端数は切り捨
てる）に目的となる株式の数を調整する。 

２．株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数
は切り上げる。 

また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合は、次の算式
により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

３．資本組入額は、発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を
切り上げた額とする。 

４．新株予約権の行使の条件 
ⅰ．新株予約権者が権利行使時において原則として当社または当社の関係会社の取締役、従業員もしくはこれ
に準ずる地位を有していること。 

ⅱ．新株予約権を付与された者が、定年または任期満了によらず、自己都合により辞任もしくは退職した場
合、または当社と新株予約権者もしくは新株予約権者が所属する研究機関等との間で締結している研究開
発契約等に違反した場合には、当該新株予約権は直ちに失効し、行使することはできないものとする。 

ⅲ．また、新株予約権を付与された者が死亡した場合には、相続人は当該新株予約権を行使することができる
ものとする。 

ⅳ．その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところに
よる。 

ⅴ．新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日より１ヶ月を経過した日以後において
のみ新株予約権を行使することができる。 

ⅵ．当社が新株予約権者との間で研究開発契約等の契約を締結している場合、新株予約権行使時において、当
該研究開発契約等が少なくとも平成18年３月31日まで更新され継続していたこと等の条件を満たすこ
と。  

５．当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」により、当該新株予約権は第三者に譲渡、質権
その他担保権の設定ができない旨定められております。 

６．平成20年６月13日開催の取締役会決議により、平成20年７月10日付けをもって株式１株につき５株の株式分
割を行なっております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金

  第２四半期会計期間末現在 
（平成21年３月31日） 

新株予約権の数（個）  7,650

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 
普通株式 
単元株式数 100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） （注６）                    38,250

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注６）                     800

新株予約権の行使期間 
平成18年12月22日から 
平成22年12月21日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円） 

発行価格  （注６） 
資本組入額 （注６） 

800
400

新株予約権の行使の条件  （注４） 

新株予約権の譲渡に関する事項  （注５） 

代用払込みに関する事項 －  

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －  

 調整後行使価額  ＝ 調整前行使価額  × 
１ 

分割・併合の比率 

 調整後 
 行使価額  

  
＝ 

既発行 
株式数  

× 
調整前 
行使価額  

＋ 
新規発行株式数（又は処分
自己株式数）  

× 
１株あたりの行使価額（又は
１株あたりの処分価額）  

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数（又は処分する自己株式数） 
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額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されておりま
す。 

  

該当事項はありません。  

  
  

   

（３）【ライツプランの内容】 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成21年１月１日～ 
 平成21年３月31日  

 －  2,572,300  －  504,295  －  339,295

（５）【大株主の状況】 

 （注） アント・キャピタル・パートナーズ株式会社より、平成20年12月４日付けの大量保有報告書の写しの送付があ
り、平成20年11月28日付けで日興アントファクトリー株式会社よりアント・キャピタル・パートナーズ株式会
社に商号変更している旨の報告を受けておりますが、当社として、当第2四半期会計期間末日に時点における実
質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、アント・キャピタ
ル・パートナーズ株式会社の大量保有報告書の写しの内容は、以下のとおりであります。 
大量保有者    アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 
住   所    東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 
保有株券等の数  株式 160,000株   株券等保有割合  6.22％  

  平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

山田 慶太  福島県郡山市   716  27.84

有限会社モラル・コーポレーション 福島県郡山市田村町金屋字マセ口47番地   341  13.25

山田 盛久  福島県郡山市   224  8.72

アント・ブリッジ２号投資事業有限
責任組合 

東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 
アント・キャピタル・パートナーズ㈱内  

 140  5.44

野村ホールディングス株式会社  東京都中央区日本橋１丁目９番１号   100  3.88

日本生命保険相互会社  
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 
日本生命証券管理部内  

 72  2.81

株式会社常陽銀行  
（常任代理人 日本マスタートラス
ト信託銀行株式会社）  

茨城県水戸市南町２丁目５番５号  
（東京都港区浜松町２丁目11番３号）  

 60  2.33

東京中小企業投資育成株式会社  東京都渋谷区渋谷３丁目29番22号   50  1.94

第一生命保険相互会社  
（常任代理人 資産管理サービス信
託銀行株式会社）  

  

東京都千代田区有楽町１丁目13番１号  
（東京都中央区晴海１丁目８番12号 晴海ア
イランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ
棟）  

 50  1.94

株式会社東邦銀行  
（常任代理人 日本マスタートラス
ト信託銀行株式会社）  

福島県福島市大町３番25号  
（東京都港区浜松町２丁目11番３号）  

  
 31  1.20

計 －  1,785  69.40
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①【発行済株式】  

  
  

②【自己株式等】 

  
  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。 
なお、平成20年11月６日をもって同取引所に上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はあ
りません。  

  
  

（６）【議決権の状況】 

      平成21年３月31日現在 

 区分 株式数（株）   議決権の数（個）  内容 

 無議決権株式  －  －  － 

 議決権制限株式（自己株式等）  －  －  － 

 議決権制限株式（その他）  －  －  － 

 完全議決権株式（自己株式等）  －  －  － 

 完全議決権株式（その他）  普通株式    2,571,400  25,714  単元株式数 100株 

 単元未満株式  普通株式       900  －  同上 

 発行済株式総数  2,572,300  －  － 

 総株主の議決権  －    25,714  － 

         平成21年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所  
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

 －  －  －  －  －  －

 計  －  －  －  －  －

２【株価の推移】 

月別 平成20年 
 10月  11月  12月 平成21年 

１月 ２月 ３月 

最高（円）  －  820  780  685  560  640

最低（円）  －  680  545  545  405  470

３【役員の状況】 
前事業年度の有価証券報告書提出日以後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 
役員の異動 

   

 新役職名  旧役職名 氏名 異動日 

 取締役 
（常勤）  

 取締役 
（社外取締役・常勤） 

吉田 隆之  平成21年２月13日 

 取締役 
（社外取締役・非常勤） 

 取締役 
（社外取締役・常勤） 

桜井 正孝  平成21年１月１日 
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第５【経理の状況】 
１．四半期連結財務諸表の作成方法について 
 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府
令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 
 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成21年１月１日から
平成21年３月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成21年３月31日まで）に係る四半
期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,810,404 1,300,149 
受取手形及び売掛金 283,506 435,751 
商品 18,995 15,519 
製品 174,004 185,022 
原材料 10,648 22,065 
仕掛品 415,502 597,663 
繰延税金資産 － 66,206 
その他 44,832 78,098 
流動資産合計 2,757,894 2,700,476 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 1,065,207 985,948 
減価償却累計額 △490,411 △465,347 

建物及び構築物（純額） 574,796 520,600 

機械装置及び運搬具 1,732,068 1,723,676 
減価償却累計額 △1,318,645 △1,254,229 

機械装置及び運搬具（純額） 413,423 469,446 

土地 814,009 814,009 
建設仮勘定 14,107 24,640 
その他 36,093 38,330 
有形固定資産合計 1,852,430 1,867,027 

無形固定資産 41,445 46,402 
投資その他の資産   
投資有価証券 63,506 100,287 
繰延税金資産 － 5,503 
その他 86,446 85,037 
貸倒引当金 △2,005 △1,900 

投資その他の資産合計 147,947 188,928 

固定資産合計 2,041,823 2,102,359 

資産合計 4,799,718 4,802,835 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

負債の部   
流動負債   
買掛金 163,894 281,735 
短期借入金 ※3  1,516,832 ※3  924,572 

1年内償還予定の社債 88,000 288,000 
未払法人税等 2,514 232,800 
その他 247,668 480,307 
流動負債合計 2,018,909 2,207,416 

固定負債   
社債 488,000 328,000 
長期借入金 449,852 532,518 
退職給付引当金 70,335 63,890 
役員退職慰労引当金 161,320 192,510 
繰延税金負債 11,757 － 
その他 247 618 
固定負債合計 1,181,512 1,117,536 

負債合計 3,200,422 3,324,952 
純資産の部   
株主資本   
資本金 504,295 310,000 
資本剰余金 339,295 145,000 
利益剰余金 737,933 983,806 
株主資本合計 1,581,524 1,438,806 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 17,771 39,076 
評価・換算差額等合計 17,771 39,076 

純資産合計 1,599,296 1,477,882 

負債純資産合計 4,799,718 4,802,835 
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 4,344,766 
売上原価 3,795,190 
売上総利益 549,576 
販売費及び一般管理費 ※  590,208 

営業損失（△） △40,632 

営業外収益  
受取利息 219 
受取配当金 891 
受取賃貸料 1,555 
保険解約返戻金 3,200 
補助金収入 1,467 
その他 2,472 
営業外収益合計 9,806 

営業外費用  
支払利息 19,880 
デリバティブ評価損 30,941 
その他 5,237 
営業外費用合計 56,060 

経常損失（△） △86,885 

特別利益  
固定資産売却益 98 
役員退職慰労引当金戻入額 31,190 
特別利益合計 31,288 

特別損失  
減損損失 35,460 
固定資産除却損 1,556 
投資有価証券評価損 1,399 
役員退職慰労金 2,545 
特別損失合計 40,960 

税金等調整前四半期純損失（△） △96,558 

法人税、住民税及び事業税 519 
法人税等調整額 97,544 
法人税等合計 98,064 

四半期純損失（△） △194,622 
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【第２四半期連結会計期間】 
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,762,577 
売上原価 1,481,657 
売上総利益 280,919 
販売費及び一般管理費 ※  247,478 

営業利益 33,441 
営業外収益  
受取利息 139 
受取賃貸料 1,555 
保険解約返戻金 3,200 
補助金収入 1,467 
その他 779 
営業外収益合計 7,142 

営業外費用  
支払利息 9,908 
デリバティブ評価損 37,906 
その他 2,037 
営業外費用合計 49,852 

経常損失（△） △9,268 

特別利益  
固定資産売却益 98 
役員退職慰労引当金戻入額 31,190 
特別利益合計 31,288 

特別損失  
減損損失 35,460 
固定資産除却損 26 
投資有価証券評価損 860 
特別損失合計 36,347 

税金等調整前四半期純損失（△） △14,327 

法人税、住民税及び事業税 260 
法人税等合計 260 

四半期純損失（△） △14,588 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純損失（△） △96,558 
減価償却費 105,015 
減損損失 35,460 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 105 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,444 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,190 
受取利息及び受取配当金 △1,110 
支払利息 19,880 
社債発行費 1,960 
デリバティブ評価損益（△は益） 30,941 
為替差損益（△は益） 113 
投資有価証券評価損益（△は益） 1,399 
固定資産売却損益（△は益） △98 
固定資産除却損 1,556 
売上債権の増減額（△は増加） 152,244 
たな卸資産の増減額（△は増加） 200,977 
仕入債務の増減額（△は減少） △117,841 
その他 △197,630 

小計 111,668 

利息及び配当金の受取額 1,110 
利息の支払額 △22,800 
法人税等の支払額 △229,743 

営業活動によるキャッシュ・フロー △139,764 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出 △828,596 
定期預金の払戻による収入 440,000 
有形固定資産の取得による支出 △154,451 
有形固定資産の売却による収入 238 
無形固定資産の取得による支出 △1,686 
その他 1,640 

投資活動によるキャッシュ・フロー △542,855 
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額（△は減少） 600,000 
長期借入金の返済による支出 △90,406 
社債の発行による収入 198,040 
社債の償還による支出 △240,000 
株式の発行による収入 388,591 
配当金の支払額 △51,250 
その他 △582 

財務活動によるキャッシュ・フロー 804,392 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △113 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 121,659 
現金及び現金同等物の期首残高 947,075 
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,068,734 
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年３月31日） 

 会計処理基準に関する事項
の変更 

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

  
たな卸資産 
通常の販売目的で保有するたな卸資産
については、従来、個別法及び総平均法
による低価法を採用しておりましたが、
第１四半期連結会計期間より「棚卸資産
の評価に関する会計基準」 （企業会計
基準第９号 平成18年７月５日）が適用
されたことに伴い、個別法及び総平均法
による原価法（貸借対照表価額について
は収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）により算定しております。 
なお、この変更により、当第２四半期
連結累計期間の営業損失は59,215千円増
加しておりますが、経常損失及び税金等
調整前四半期純損失に与える影響はあり
ません。 
なお、セグメント情報に与える影響
は、当該箇所に記載しております。   

【簡便な会計処理】 

  

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 

   至 平成21年３月31日）  

  固定資産の減価償却費の算
定方法 

  
  

減価償却の方法として定率法を採用し
ている固定資産については、連結会計年
度に係る減価償却費の額を期間按分して
算定する方法によっております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 
該当事項はありません。 
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【注記事項】 
（四半期連結貸借対照表関係） 

  
  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年３月31日） 

前連結会計年度末 
（平成20年９月30日） 

１．受取手形割引高 11,000千円 １．受取手形割引高 千円19,778

２．受取手形裏書譲渡高 9,936千円 ２．受取手形裏書譲渡高 千円23,238

※３．リボルビング・クレジット・ファシリティ契約及び 
当座貸越契約  
 当社は運転資金の効率的な調達のため、常陽銀行と
当座貸越契約を、取引銀行５行とリボルビング・クレ
ジット・ファシリティ契約を締結しております。これ
らの貸出未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及びリボルビン
グ・クレジット・ファシリティ
契約の総額 

千円 1,700,000

貸出実行残高 千円 1,350,000

差引額  千円 350,000

※３．リボルビング・クレジット・ファシリティ契約及び
当座貸越契約  
 当社は運転資金の効率的な調達のため、常陽銀行と
当座貸越契約を、取引銀行５行とリボルビング・クレ
ジット・ファシリティ契約を締結しております。これ
らの貸出未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及びリボルビン
グ・クレジット・ファシリティ
契約の総額 

 1,700,000千円 

貸出実行残高  750,000千円 

差引額   950,000千円 
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（四半期連結損益計算書関係） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年３月31日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、
次のとおりであります。  

   

 給与手当 167,664千円 

 退職給付費用 5,607千円 

 貸倒引当金繰入額 105千円 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、
次のとおりであります。  

   

 給与手当 79,939千円 

 退職給付費用 2,804千円 

 貸倒引当金繰入額 35千円 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借
対照表上に掲記されている科目の金額との関係  

（平成21年３月31日現在）  

  

   （千円）

 現金及び預金  1,810,404

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △741,669 

 現金及び現金同等物  1,068,734
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（株主資本等関係） 

   
当第２四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至
平成21年３月31日） 
１．発行済株式の種類及び総数 
普通株式  2,572,300株  

  
２．自己株式の種類及び株式数 
該当事項はありません。  

  
３．新株予約権等に関する事項 
 ①平成11年新株引受権  
  新株引受権の目的となる株式の種類 普通株式 
  新株引受権の目的となる株式の数   2,000株 

  
 ②平成12年新株引受権 
  新株引受権の目的となる株式の種類 普通株式  
  新株引受権の目的となる株式の数  33,500株 

  
 ③平成14年新株予約権 
  新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 
  新株予約権の目的となる株式の数  41,500株 

  
 ④平成16年新株予約権 
  新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 
  新株予約権の目的となる株式の数  38,250株 

  
４．配当に関する事項 
配当金支払額  

  
５．株主資本の金額の著しい変動 
当社は、平成20年10月１日及び平成20年10月16日開催の取締役会において、一般募集（ブックビルディング
方式による募集）及び第三者割当増資 （オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）
を決議し、一般募集については平成20年11月５日に、第三者割当増資については平成20年12月２日に払込が完
了しております。この結果、第１四半期連結会計期間において資本金が194,295千円、資本準備金が194,295千
円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が504,295千円、資本準備金が339,295千円となってお
ります。 

  
  

  
  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円）  

１株当たり 
配当額 
（円）  

基準日  効力発生日  配当の原資 

平成20年12月19日 
定時株主総会 

普通株式  51,250  25 平成20年９月30日 平成20年12月22日 利益剰余金 
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当第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

  
当第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 
当社の事業セグメントは、経営組織の形態と製品及びサービスの特性に応じて区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  
３．会計処理の方法の変更 
（たな卸資産の評価に関する会計基準） 
「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会
計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」 （企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用して
おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失は、
貴金属事業で59,215千円増加しております。 

  
  

（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 

  貴金属事業 
（千円） 

環境事業 
（千円） 

その他の事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売
上高 

 1,559,697  165,329  37,549  1,762,577  －  1,762,577

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  503  34,432  34,936 (34,936)  －

計  1,559,697  165,833  71,982  1,797,513 (34,936)  1,762,577

営業利益（営業損失）  162,869 (13,307) (11,562)  137,998 (104,557) (33,441)

  貴金属事業 
（千円） 

環境事業 
（千円） 

その他の事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売
上高 

 3,821,517  462,645  60,603  4,344,766  －  4,344,766

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  1,780  81,744  83,525 (83,525)  －

計  3,821,517  464,426  142,348  4,428,292 (83,525)  4,344,766

営業利益（営業損失）  238,387  29,166 (33,415)  234,139 (274,771) (40,632)

事業区分 主要製品 

貴金属事業 
金地金、銀地金、白金地金 、パラジウム、貴金属回収精錬処理 
各種治具の洗浄・再生、機能部品の再生  

環境事業 
塩化第二鉄液、クロムエッチング液、使用済み廃液の回収、水処理剤 
銅粉、銅ペレット  

その他の事業 
自動計測検査システム、計測ネットワークシステム、工業薬品の運搬 
廃液の収集運搬  

【所在地別セグメント情報】 
当第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、 該当事項はありません。 
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当第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 
海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結
会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。 
その他有価証券で時価のあるもの  
当第２四半期連結会計期間末（平成21年３月31日） 

（注）当第２四半期連結累計期間において、その他有価証券で時価のある株式について、1,399千円の減損処理を
行っております。 なお、減損処理にあたっては、四半期連結会計期間末の時価が取得原価に比べて50%以上下
落した銘柄については原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した銘柄のうち、時価が取得原価まで
回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。 

  
前連結会計年度末（平成20年９月30日）  

  

【海外売上高】 

（有価証券関係） 

   取得価額（千円） 
   四半期連結貸借対照表 
   計上金額（千円）  

 差額（千円） 

 （1）株式  33,977  63,506  29,528

 （2）債券       

 国債・地方債等  －  －  －

 社債  －  －  －

 その他  －  －  －

 （3）その他  －  －  －

 合計  33,977  63,506  29,528

   取得価額（千円） 
   連結貸借対照表 
   計上金額（千円）  

 差額（千円） 

 （1）株式  35,376 100,287 64,911 

 （2）債券       

 国債・地方債等  －  －  － 

 社債  －  －  － 

 その他  －  －  － 

 （3）その他  －  －  － 

 合計  35,376 100,287  64,911 

（デリバティブ取引関係） 
当第２四半期連結会計期間末（平成21年３月31日） 
対象物の種類が金利及び非鉄金属先渡取引であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なも
のとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。  

  

 対象物の種類  取引の種類  契約額等（千円）  時価（千円）  評価損益（千円） 

 金利  金利スワップ取引  500,000  △2,634  △2,634 

 非鉄金属先渡取引  非鉄金属先渡取引  359,573  342,461  17,112 
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当第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 
該当事項はありません。  

   

１．１株当たり純資産額 

  
２．１株当たり四半期純損失金額等 

 （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  
  

（ストック・オプション等関係） 

（１株当たり情報） 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年３月31日） 

前連結会計年度末 
（平成20年９月30日） 

 
１株当たり純資産額 円621.74

 
１株当たり純資産額 円720.92

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年３月31日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日） 

 

１株当たり四半期純損失金額 円△78.84

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい
ては、潜在株式は存在するものの１株当たりの四半期純損
失であるため記載しておりません。 

 

１株当たり四半期純損失金額 円△5.67

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい
ては、潜在株式は存在するものの１株当たりの四半期純損
失であるため記載しておりません。 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年３月31日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり四半期純損失金額     
四半期純損失（千円）  △194,622  △14,588

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純損失（千円）  △194,622  △14,588

期中平均株式数（千株）  2,468  2,572
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも
のの概要 

新株予約権（新株予約権の数
15,950個）及び新株引受権（新
株引受権の目的となる株式の数
35,500株）。 
詳細は、「第４ 提出会社の状
況、（2）新株予約権等の状
況」に記載のとおりでありま
す。 

新株予約権（新株予約権の数
15,950個）及び新株引受権（新
株引受権の目的となる株式の数
35,500株）。 
詳細は、「第４ 提出会社の状
況、（2）新株予約権等の状
況」に記載のとおりでありま
す。 

（重要な後発事象） 

（リース取引関係） 

２【その他】 
該当事項はありません。  
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
 該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年５月14日

株式会社アサカ理研 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員  公認会計士 谷村 和夫  印 

  指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員  公認会計士 満山 幸成  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アサ

カ理研の平成２０年１０月１日から平成２１年９月３０日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２１年１

月１日から平成２１年３月３１日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２０年１０月１日から平成２１年３月３１日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アサカ理研及び連結子会社の平成２１年３月３１日現在の財

政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなか

った。 

  

追記情報 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」 を適用している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期
報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。   
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